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平成 27年５月 19日 

 

各 位 

 

愛媛県松山市南江戸四丁目３番 37号 

株 式 会 社 レ デ イ 薬 局 

代 表 取 締 役   三 橋  信 也 

 （JASDAQ・コード３０２７） 

問い合せ先  経営企画室長 巽 英樹 

電話番号 ０８９－９１７－８０００ 

 

 

主要株主の異動に関するお知らせ 

 

 平成 27 年５月 25 日付けで、以下のとおり当社の主要株主に異動が生ずる見込みとなり

ましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動に至った経緯 

株式会社フジ（以下「フジ」といいます。）及び株式会社ツルハホールディングス

（以下「ツルハＨＤ」といい、フジ及びツルハＨＤを総称して「公開買付者ら」といい

ます。）は、平成 27 年４月 14 日から平成 27 年５月 18 日までの 21 営業日を公開買付

期間として当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以

下「本公開買付け」といいます。）を実施しておりましたが、本公開買付けが平成 27

年５月 18 日をもって終了し、当社は、本日、公開買付者らより、当社株式 3,152,600

株の応募があり、その全てを取得し、フジが当社株式 1,576,300 株を、ツルハＨＤが当

社株式 1,576,300株を取得することとなった旨の報告を受けました。 

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 27 年５月 25 日（本公開買

付けの決済の開始日）付けで、ツルハＨＤの所有する議決権の数が当社の総株主の議決

権の数に対する割合で 10％以上となるため、ツルハＨＤは新たに当社の主要株主に該

当することとなります。また、これまで当社の主要株主であった三橋信也は、その所有

に係る当社株式の全てについて本公開買付けに応募した結果、当社の主要株主に該当し

ないこととなります。 

なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日、別途公表しております

「株式会社フジ及び株式会社ツルハホールディングスによる当社株式に対する共同公開

買付けの結果に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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２．異動した株主の概要 

（1）新たに主要株主となる株主の概要 

（1） 名       称 株式会社ツルハホールディングス 

（2） 所   在   地 札幌市東区北 24条東 20丁目１番 21号 

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 堀川 政司 

（4） 事 業 内 容  グループ会社の各種事業戦略の実行支援および経営管理 

（5） 資   本   金 7,928百万円 

 

（2）主要株主でなくなる株主の概要 

（1） 氏       名 三橋信也 

（2） 住       所 愛媛県松山市 

 

３．異動前後における当該主要株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数

に対する割合 

（1）ツルハＨＤ 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 
－ 

（－） 
－ － 

異動後 
15,763個 

（1,576,300株） 
14.63％ 第２位 

（注）本公開買付けにおいては、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、総

株主の議決権の数に対する割合は、当社が平成 27年４月 13日に公表した平成 27年

２月期決算短信〔日本基準〕（非連結）に記載された平成 27 年２月 28 日現在の当

社の発行済普通株式総数（10,799,500株）から当該決算短信に記載された平成 27年

２月 28 日現在当社が所有する自己株式数（ 25,053 株）を控除した株式数

（10,774,447 株）に係る議決権数（107,744 個）に対する割合（小数点以下第三位

を四捨五入）を記載しています。以下、総株主の議決権の数に対する割合の計算に

おいて同じです。 

 

（2）三橋信也 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 
21,259個 

（2,125,900株） 
19.73％ 第２位 
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異動後 
－ 

（－） 
－ － 

（注）三橋信也は、株式累積投資における持分に相当する当社株式 46 株（小数点以下切

捨て）を保有しておりますが、上記「所有株式数」には含めておりません。 

 

４．異動予定日 

平成 27年５月 25日（本公開買付けの決済の開始日） 

 

５.  今後の見通し 

当社の平成 27 年４月 13 日付けプレスリリース「株式会社フジ及び株式会社ツルハ

ホールディングスによる当社株式に対する共同公開買付けに関する意見表明及び資本業

務提携のお知らせ」（以下「平成 27 年４月 13 日付けプレスリリース」といいます。）

においてお知らせいたしましたとおり、公開買付者らによれば、公開買付者らは、ツル

ハＨＤが単独で公開買付者となって、本公開買付けに係る決済後速やかに、当社株式の

全て（ただし、公開買付者らが所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きま

す。）を取得することを目的とした公開買付け（以下「第二回公開買付け」といいま

す。）を、買付け等の期間を平成 27 年６月２日から平成 27 年７月 13 日まで（30 営業

日）、当社株式１株につき 1,000 円を買付け等の価格として実施する予定であるとのこ

とであり、さらに、本公開買付け及び第二回公開買付けによっても、当社株式の全て

（ただし、公開買付者らが所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きま

す。）を取得できなかった場合には、公開買付者らは、第二回公開買付けの成立後、速

やかに、当社に対し、公開買付者らが当社の発行済株式の全てを取得するための一連の

手続（以下「スクイーズアウト」といいます。）を実施することを要請する予定である

とのことです。また、平成 27 年４月 13 日付けプレスリリースにおいてお知らせいたし

ましたとおり、当社は、平成 27 年４月 13 日時点においては、第二回公開買付けが実施

された場合には第二回公開買付けに賛同し、かつ、当社の株主の皆様に対して第二回公

開買付けに応募することを推奨する旨の意見を表明するべきと考える旨を決議しており

ますが、詳細につきましては決定次第お知らせいたします。 

当社株式は、本日現在、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいま

す。）の開設する市場であるＪＡＳＤＡＱスタンダード市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ」と

いいます。）に上場されていますが、ツルハＨＤは第二回公開買付けにおいて、買付予

定数に上限を設定しない予定とのことですので、第二回公開買付けの結果次第では、当

社株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可

能性があります。また、第二回公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合で

も、スクイーズアウトを実施した場合には、当社株式は、東京証券取引所の上場廃止基

準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。当社株式が上場廃止となった場合
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は、当社株式をＪＡＳＤＡＱにおいて取引することはできません。 

以 上 


